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「地域魅力創造有識者会議」報告書（案）【概要】 
 

 

１．取りまとめ項目  

Ⅰ．小規模市町村を含む全ての地方公共団体への対応方策 

（１） 地方創生の次のステージに向けた視点 

（２） UIJターンによる起業・就業者の創出 

Ⅱ．中枢中核都市の機能強化等まちづくり 

（１） 中枢中核都市の機能強化 

（２） 高度経済成長期型まちづくりからの転換 

 

２．検討経緯  

中枢中核都市の機能強化や、小規模市町村を含めた全ての地方公共団体

への対応方策等について、計７回にわたり議論を行った。 

 

 開催日 テーマ 
第１回 9月 4日 ○地方創生の現状について 
第２回 9月 21日 ○中枢中核都市の機能強化等まちづくりについて 

＜事務局説明＋ゲストによる以下のプレゼンテーション＞ 

・中枢中核都市の実像～人口の分析を通して～ 

第３回 9月 26日 ○わくわく地方生活実現政策パッケージに関連する取組について  

＜事務局説明等＋ゲストによる以下のプレゼンテーション＞ 

・農泊による地域振興について 

・人材活用の未来形としての地方企業におけるプロジェクト型人材活用  

・関係人口のつくり方 

第４回 10月 11日 ○中枢中核都市の機能強化等まちづくりについて 

＜事務局説明＋ゲスト・委員による以下のプレゼンテーション＞ 

・地方都市における若者・女性の意識および保育・子育て環境について  

・日本の都市特性評価          

・Society5.0と地方創生 

第５回 10月 31日 ○人材育成を中心とした今後の地方創生の取組について 

○地方創生推進交付金を活用した移住支援について 

＜事務局説明＋ゲスト・委員による以下のプレゼンテーション＞ 

・UIJターン拡大に向けた取組について  

・地方活性化に向けた大学の役割 

・外国人材の活躍促進について   

・まちとしごとの未来を創る人づくり 

第６回 11月 22日 ○まちづくり、今後の産業のあり方を中心とした今後の地方創生の取組について  

＜事務局説明＋ゲスト・委員による以下のプレゼンテーション＞ 

・都市間の人口移動の要因分析について 

・都市計画の見地から見た中枢中核都市の課題について 

・成熟型の都市経営 

・Society5.0－ともに創造する未来－ 

第７回 12月 6日 ○取りまとめ（案）の提示 

資料２ 
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Ⅰ．小規模市町村を含む全ての地方公共団体への対応方策 
（１）地方創生の次のステージに向けた視点 

○ 以下のテーマについては、次期「総合戦略」の策定に併せて重

点的な検討を行うこと。 
※地方創生推進交付金については、「地方創生推進交付金のあり方に関する検討会」

で議論 
 

１．地方創生を担う「ひとづくり」の強化 
① 地方創生に取り組む人材の掘り起こし 

② 女性活躍 

③ 地方創生に資する外国人材の活躍等 

２．地方への新しいひとの流れの強化 
① 関係人口の拡大 

② 自らの地域を学ぶ、地方を学ぶ機会の提供の強化 

３．今後の社会、経済状況の変化への対応 
① Society 5.0 

② SDGs 

③ 地方創生推進交付金のあり方 

 
（参考１）地方創生における人材育成・活用等について 
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（参考２）Society 5.0について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考３）SDGｓについて 
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（２）ＵＩＪターンによる起業・就業者の創出 

○ わくわく地方生活実現政策パッケージのうち、地方創生推進交

付金を活用した移住支援については、以下の観点が必要。 
・ 他の制度との整合性を考慮し、東京 23 区の在住者及び東京 23 区への

通勤者を対象とすることが適切ではないか。 

・ 東京圏（１都３県）内であっても条件不利地域については、配慮が必

要ではないか。 

・ 移住施策においては、地域への定着に向けた移住者へのフォローを行

うための体制整備が重要ではないか。 

○ 求人情報に加え、住まいの情報を含む生活に関わる情報につい

ても、容易に参照できるよう移住者視点での情報提供の充実を検

討することが必要。 
 

 

（参考１）わくわく地方生活実現政策パッケージ（まち・ひと・しごと創生基

本方針 2018（平成 30年６月 15日閣議決定）） 

１．ＵＩＪターンによる起業・就業者創出（６年間で６万人） 

２．女性・高齢者等の活躍による新規就業者の掘り起こし（６年間で 24万

人） 

３．地方における外国人材の活用 

４．地域おこし協力隊の拡充（６年後に８千人） 

５．子供の農山漁村体験の充実 

６．企業版ふるさと納税の活用促進 

７．国民の関心を惹きつける効果的・戦略的な情報発信 

 

（参考２）地方移住への関心の高まり 
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Ⅱ．中枢中核都市の機能強化等まちづくり 
（１）中枢中核都市の機能強化 

（機能強化の意義） 

○ 中枢中核都市には、活力ある地域社会を維持するための中心・

拠点として、近隣市町村を含めた圏域全体の経済、生活を支え、圏

域から東京圏への人口流出を抑止する機能を発揮することが期待

される。 
 

（範囲） 

○ 東京圏以外の政令指定都市、中核市、施行時特例市、県庁所在

市又は連携中枢都市に該当する市  
※原則として昼夜間人口比率が概ね 1.0未満の都市を除く 

 

（支援策） 

○ 中枢中核都市の課題に対応したハンズオン支援 
中枢中核都市の機能強化に向けて、中枢中核都市が共通に抱えている課

題（政策テーマ）を対象とし、手上げ方式によるハンズオン支援を検討 

○ 地方創生推進交付金等による支援 
地方創生推進交付金をはじめとする各種支援策について、制度設計、運

用改善を包括的に検討 

 
  （参考）東京圏への転入超過数（市町村別内訳と累積割合）（2017年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

（２）高度経済成長期型まちづくりからの転換 

① 郊外住宅団地の再生 

○ エリア限定的にワンストップで用途規制に係る特例許可を柔

軟化するなど、高齢化した居住者が住み続けられ、若者や子育

て世帯にとって魅力ある住宅団地への再生に向け、手続きの合

理化を実施する制度の構築を検討するべきである。 

 

② 公共施設等の有効活用 

○ 民間の資金等を活用しながら、公共施設等を核として、地域

の活力の再生を進めるためには、地方公共団体へのＰＰＰ／Ｐ

ＦＩに関するノウハウ提供等による積極的な支援を行うことを

検討するべきである。 

 
 （参考）高度経済成長期型まちづくりからの転換（郊外住宅団地の再生） 

 

 

 

 

 
 


